
平成25年 第54回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第７日）

平成25年９月27日（金曜日）

議事日程（第７号）

平成25年９月27日 午前９時開議

日程第１ 第82号議案 平成25年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

日程第２ 第83号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第３ 第84号議案 平成25年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第４ 第85号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第５ 第86号議案 平成25年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 第87号議案 平成25年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 第88号議案 平成25年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第８ 第89号議案 平成25年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 第90号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第10 第91号議案 平成25年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 第92号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第12 第93号議案 平成24年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第94号議案 平成24年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第95号議案 平成24年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第96号議案 平成24年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第97号議案 平成24年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第98号議案 平成24年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第99号議案 平成24年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第 100号議案 平成24年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 101号議案 平成24年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 102号議案 平成24年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件
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第 103号議案 平成24年度神河町水道事業会計決算認定の件

第 104号議案 平成24年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第 105号議案 平成24年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

日程第13 第 106号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第２号）

日程第14 第 107号議案 財産処分の件

日程第15 発議第５号 道州制導入に反対する意見書

日程第16 議員派遣の件

日程第17 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

本日の会議に付した事件

日程第１ 第82号議案 平成25年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

日程第２ 第83号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第３ 第84号議案 平成25年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第４ 第85号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第５ 第86号議案 平成25年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 第87号議案 平成25年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 第88号議案 平成25年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第８ 第89号議案 平成25年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 第90号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第10 第91号議案 平成25年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 第92号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第12 第93号議案 平成24年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第94号議案 平成24年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第95号議案 平成24年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第96号議案 平成24年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第97号議案 平成24年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第98号議案 平成24年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第99号議案 平成24年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第 100号議案 平成24年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件
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第 101号議案 平成24年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 102号議案 平成24年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 103号議案 平成24年度神河町水道事業会計決算認定の件

第 104号議案 平成24年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第 105号議案 平成24年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

日程第13 第 106号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第２号）

日程第14 第 107号議案 財産処分の件

日程第15 発議第５号 道州制導入に反対する意見書

日程第16 議員派遣の件

日程第17 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

出席議員（13名）

１番 小 林 和 男 ８番 藤 森 正 晴

２番 立 石 富 章 ９番 廣 納 良 幸

３番 髙 橋 省 平 11番 藤 原 日 順

４番 松 山 陽 子 12番 成 田 政 敏

５番 藤 原 裕 和 13番 山 下 皓 司

６番 宮 永 肇 14番 安 部 重 助

７番 赤 松 正 道

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課参事 小 林 一 三

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之
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太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二

税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は１３名であります。定足数に達しておりますので、第５４回

神河町議会定例会第７日目の会議を開きます。

日程に入る前にお知らせいたします。

建設課長、療養中のため、本日の会議を欠席の届けが出ておりますので、御了承願い

ます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

それでは、早速日程に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第８２号議案、平成２５年度介護療育支援事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のある方はどうぞ。討論、特にございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８２号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８２号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第２ 第８３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第８３号議案、平成２５年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８３号議案を採

決いたします。
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本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８３号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第３ 第８４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第８４号議案、平成２５年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８４号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８４号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第４ 第８５議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第８５号議案、平成２５年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８５号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８５号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第５ 第８６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第８６号議案、平成２５年度神河町土地開発事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のある方、どうぞ。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８６号議案を採

決いたします。
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本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８６号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第６ 第８７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第８７号議案、平成２５年度神河町老人訪問看護事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８７号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８７号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第７ 第８８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第８８号議案、平成２５年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論、特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８８号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８８号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第８ 第８９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第８９号議案、平成２５年度神河町寺前地区振興基

金特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８９号議案を採

決いたします。
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本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８９号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第９ 第９０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第９０号議案、平成２５年度神河町水道事業会計補

正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９０号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９０号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第１０ 第９１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第９１号議案、平成２５年度神河町下水道事業会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９１号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９１号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第１１ 第９２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第９２号議案、平成２５年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９２号議案を採

決いたします。
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本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９２号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第１２ 第９３号議案から第１０５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第９３号議案から第１０５議案、１３件の平成２

４年度各会計決算認定の件を一括議題といたします。

１３議案に対する決算特別委員会の審査報告を求めます。

決算特別委員長、どうぞ。

○決算特別委員会委員長（山下 皓司君） おはようございます。１３番、山下でござい

ます。

それでは、決算特別委員会の審査の報告を申し上げます。

去る９月６日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました１３件の平成

２４年度神河町各会計歳入歳出決算の認定について、９月１１日、１２日の２日間にわ

たりまして、決算特別委員会を開催をいたしまして審査をしました。

その審査の結果につきましては、お手元に配付していますとおり、いずれも決算書の

とおり当委員会としては認定することに決しております。

決算審査に当たりましては、議会で議決した予算が的確に執行され、所期の目的が達

成されているか、町民生活の向上、地域の発展に結びついたかについて審査、評価をい

たしました。そして、今後に向けて改善をしていただきたいというような意見も含めて

の審査でございました。本年も決算特別委員会で決算を評価し、次年度以降の事業、事

務に結びつけていただくよう、一般会計についてでございましたが、委員間討議を行い

まして、改善、向上に向けて執行部に提言しました。その内容についてもあわせて報告

をいたします。

なお、本会議で執行部にお願いをいたしまして資料をいただきました。多くの資料を

いただいておりますが、決算特別委員以外の議員の皆さんには配付しておりますので、

御確認をいただきたいと思います。

それでは、各会計の決算審査の中で出ました質疑などにつきまして、その概要と委員

間討議をいたしました内容につきまして、御報告をいたします。

第９３号議案、平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件についてでありま

す。

質疑に入る前に２４年度の予算特別委員会におきまして、委員会より５点について提

言をいたしておりました。その提言のどのように対応したのかということにつきまして、

町長より説明を受けました。その内容につきましても、お手元に配付をいたしておりま

すが、その中で委員のほうから入札制度の見直しをということ、それから、管理職昇格
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試験のあり方、それと、重要案件や新しい事業については企画段階から議会協議をして

ほしい、そういうようなことも申しておりましたが、その辺が欠けているんではないか

というような指摘もございました。この件についても、今後それぞれの常任委員会で議

論をしていただけたらと思っています。

質疑についてであります。町税の徴収率は県下１位ということ、また、県の指導も得

て滞納整理委員会を設置するなど、頑張ってもらっているところでありますが、他町の

取り組みも参考に、さらに研究されてはどうかというような意見がございました。他町

の状況を調べ、よい方法があれば取り入れたいというような答弁がございました。

国の施策が新しく出た場合には、一日も早くこれを活用して町発展に結びつける必要

がある。町は、そんな情報をどのようにつかむのか、また、町民にも知らせるべきでな

いかというような意見がありました。国の新しい施策が出ると、県から情報提供がある。

現段階ではありませんということです。新しい施策が出れば、町の懸案事業の財源に充

てたいということです。また、情報を得れば、広く知らせたいというようなことであり

ました。

ふるさと応援寄附金１３０万円がございましたが、その内容について質問がありまし

た。３名の方、これは３０万円でしたが、まちづくりの推進に役立ててほしいという指

定寄附でございます。１名、１００万円の方は、指定なしの寄附金であったということ

でございます。

それから、給食費の未払いの家庭で準要保護世帯に匹敵するような家庭があるのでは

ないか、その辺はよく調べておられるかというような質問に対しまして、学校としては

その辺の実態は把握している。また、民生委員、学校、教育委員会が連携して、いろん

な制度について知らないというような家庭がないように努めているということでありま

した。こういった問題につきましては、非常に困難な面があろうかと思いますけれども、

漏れのないような取り組みをしてほしいと思います。

次に、合併特例債について説明を受けました。これも資料をつけております、配付し

ております。総額は、総額の予定額４８億１，６５０万円、１７年度から２５年度分、

これはまだ今年度の分になりますけれども、合わせますと３４億７，２００万円。残り

の額は１３億４，４５０万円。ほかに合併造成基金、これは積立金になるわけですが、

これがございます。合併特例債の使途については、合併時の新町建設計画に掲げている

ものが対象になるということでありました。

次に、予備費充用について、別紙により、これもお手元に配付いたしておりますが、

説明を受けました。２０件で額は１７８万７，０００円でございます。

町ぐるみ健診について、再検査と出た場合の取り組みとか指導についてどうかという

ような質問がありました。健診結果が出ると、保健師が各区に出向いて指導をしている。

再検診が必要な場合のフォローは保健師が対応している。しかし、不在などで全員に行

き届いていないのが実態であるというようなことでございました。
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ごみ減量化の取り組みの動きは評価するが、最終的なごみ減量に向けての町長の方針

はどうということに対しまして、町長より、目標はごみゼロを目指す、今後、ごみの処

理につきましては、他市町、姫路市ということになると思いますが、そこにお願いする

方向であるということで、その際は投入量、ごみの持ち込み量でということになるので

はないか。それに備えて、ごみの減量化に取り組むということでありました。

林業整備の推進について意見が出ております。２３年度の決算時に議会のほうから、

町の主導で推進するよう要望しているが、間伐面積３００ヘクタールの目標が達成でき

ていないが、これは現実にできていないわけですが、そういう指摘的な質問が出ました。

昨年１２月末までは、森林施業計画に基づき事業を実施できたが、補助制度が変わり、

切り捨て間伐から搬出をしなければならないというように、そういうことをしないと補

助が出ないということに変わりました。そのため、森林経営計画を樹立する必要が生じ

ました。その計画は、事業主体の森林組合が立てることになります。２４年度は９地区

のみが計画樹立ということで、間伐事業量が大幅な減少となった。２５年度、１３地区

で新たに計画することにしているが、県も含め、町から計画づくりの推進をしていきた

いということであります。この事業を推進するためのネック、課題、やはり木材価格の

問題、森林所有者の意識の改革、それから境界の確認ができにくい点があるということ

でございます。追加資料としていただきました間伐目標面積３００ヘクタール達成の課

題と問題点、これもお手元に資料を配付いたしておりますので、ごらんいただきたいと

思います。

間伐推進の役割を担っている森林組合の赤字が続いているがという点につきまして、

森林組合は中はりま森林組合として合併しておるわけですが、その管内での取り組みに

ばらつきがあること、あったことというほうが正しいかもわかりませんが、それと機械

化がおくれているということであります。また、森林計画樹立がおくれ、間伐事業が少

なかったことも要因でないかいうような説明でございました。

これも２３年度の決算の際に委員会から要望したことですが、カドミの関係です。そ

れから有機栽培、減農薬栽培の推進について、どのように取り組み、どのように整理が

できてるのかなというような質問がございました。カドミ関係につきましては、やはり

毎年毎年の検査によって安全を確認していきたいということでございます。減農薬、有

機栽培については、兵庫県において環境創造型農業の推進をしているが、町でもそれに

基づく講座を開設したというようなことでありました。一部の人を除いて、有機栽培、

減農薬栽培に至っていないというのが現状であるということでありました。

神河町バイオマスタウン構想が策定しているが、２４年度どう取り組んだかというこ

とにつきましては、計画づくりはしているが、推進について検討した。しかし、お金の

面もあり、財源面もありまして実現してないということでございます。今後、策定する

実施計画、町振興の実施計画の中で検討したいというようなことがございました。この

件につきましても、追加資料をいただきまして、お手元に配付いたしておりますので、
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ごらんいただきたいと思います。

町のマスコットキャラクター、カーミンのことについて多くの意見が出ました。町の

考え方として、カーミン商品の拡大、そしてまた、カーミンの活用を積極的に進めたい、

そういうふうなことでございました。

観光施設の管理費などに、多額の経費が出ているが、所得と雇用の拡大に結びつける

具体策がどうなっているのか、また、広く宣伝をされておりますけれども、その宣伝費

に多く使っているが、今の方法でよいのかどうかということに対しまして、各観光施設

では多くの雇用を生み出している。合わせると従業員数は２０３人となります。町内雇

用にも努めているということであります。また、特産品の開発によりまして、所得の拡

大を図っていきたいということでありました。宣伝費については、現在の方法により遠

くからも観光客が訪れている。今の方向性は間違っていないと思うというようなことで

ありました。これにつきましても、追加資料をいただいております。

峰山高原リラクシアの森の魅力の活用について、非常に魅力的であるが、たくさん行

ってるかというようなこと、もっとＰＲすべきでないかというようなことでございまし

た。答えといたしましては、来た人が必ず訪れているかどうかは把握していないが、キ

ャッスルホテルと連携してＰＲをしていきたいということでございます。

桜華園の今後のあり方について方向を変えるべきでないかというような意見が出まし

た。今まで長く桜の博物館を目指して取り組んできた事業であるということでございま

す。変えるかどうか、そのことの是非も含めまして、地元の管理組合と話していきたい

というような答弁がございました。

観光について、町民挙げて観光客を迎える優しい町、いろんな形で受け入れ体制がで

きている、そんな方向が欲しいと考えるがということに対しまして、現状ではそこまで

至っていないと思う。もてなしの心と自分たちの住んでいる町に誇りを持ってもらう、

そんな啓発も行いたいということでありました。

観光振興について、食の充実が必要だ等々の多くの話もいたしました。執行部のほう

も、前向きに進めたいとの意向も出ておりました。

次に、空き家活用について、町の関与範囲について、また、入居された後についても

配慮が必要でないかというようなことがありました。答弁といたしましては、毎年４月

に区長さんにお願いし、空き家情報をもらい、対象物件があると地域振興課で調査し、

所有者の意思確認を行います。希望された場合は、町のホームページに載せる。その後

は町内４ブロックに分けて不動産業者にお願いし、希望者と所有者の仲介に入ってくだ

さいと依頼する。その辺までが町の関与であるということでございます。近所づき合い

のことも、利用された後の近所づき合いのことでございますが、についても、パンフレ

ットには記載しているが、細やかな部分についてはさらに配慮したいということでござ

いました。

橋梁調査が実施されましたが、その実施内容と今後の取り組みについて質問がありま
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した。橋長１５メートル以上のものの６６の橋について調査を実施した。２５年度でそ

の分の修理計画をつくる方針で、専門業者に委託しているということであります。

工事施工管理の強化についての提言もいたしておりましたが、その取り組み状況はど

うかということに対しまして、２４年度末には職員研修会を実施したと。引き続き研修

をして、そういった取り組みをしてきたいということでございます。施工管理の強化と

いう形に結びつけたいということでございます。

都市計画事業で観光交流センター、寺前の集会施設、町道２路線の改良が実施され、

２４年度で完了した。その評価と観光交流センターの今後の運営について尋ねました。

都市計画事業は完了し、十分な効果があると考えている。観光交流センターは休日も開

館する方向を検討しているということでございます。また、駐車場の件も課題でありま

したが、駐車場の確保もめどがついたというような答弁でございました。

神崎小学校⋞幼稚園の校舎、園舎の工事が完了したが、評価と学校等の使用状況につ

いて尋ねました。木のぬくもりのある校舎、園舎で子供たちは落ちついて活動している。

不都合な部分は一部改善もしたが、その他の箇所も集約中で、必要なところは手直しし

ていきたいということでございます。

地域交流センター、温水プール、給食センターの取り組みについて質問をいたしまし

た。地域交流センターは、越知谷地域の活性化の拠点として位置づけ、取り組んでいる

ということであります。２４年は短期留学も多く利用があったということであります。

今後の１つの課題として、長期留学生と越知谷小学校の児童の関係を調整するようなこ

とがあるということも説明してもらっております。

温水プールでありますが、設置後２０年が経過し、老朽化が進んでいる。その中で３

万３，０００人余りの方が利用された。健康づくりやスポーツ振興、体育の振興に努め

る必要があるので、施設の状況を把握し、必要な修繕を行いながら今後も使っていく方

向で考えたいということでございました。

給食センターについては、委託方式の検討もされたところでありますが、直営方式が

望ましい、そういう方針が出、それに沿って進めているということであります。そうい

ったことで従事する職員の意欲が向上した。安心して、プライドを持って業務を行って

いるということでございます。おいしい給食、安全⋞安心な給食、地産地消で地元の食

材を使う中で子供たちに、そして農家の方にも喜んでもらえるように努めたいというこ

とでございました。

文化遺産を生かした観光振興と地域活性化活動支援金ということで事業が実施された、

その報告がされているわけですが、その成果の活用と福本遺跡出土品の展示を神崎公民

館で行うとの報告があった。これらを子供たちにも見せて、ふるさと意識の向上につな

げられないかということに対しまして、地域活性化活動支援金事業は３年目を迎えてい

る。現在、神崎公民館で文化財の資料室なども設けている。成果を踏まえて報告書を作

成する。福本遺跡からの出土品の展示もする予定である。学校との連携の中で出前講座
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も実施しているということであります。

昨年の決算時の提言の教育立町への取り組み、特に知⋞徳⋞体のうちの徳の取り組み

状況について質問がありました。学校では道徳教育の実施、そして研究会の開催などを

行って、子供の心を育てる教育を実施しているということでありました。

それから、２３年度災害の復旧状況についての質問がございました。２３年災害につ

きまして、事業は全て完了している。町事業につきましては１１９カ所、総事業費１億

９，８２１万円で、そのうち一般財源は３，０６９万円ということでございます。

以上が質疑の内容でございますが、質疑の途中で休憩を持ちまして、委員間討議を約

２時間ぐらい行いました。その中で１１点の提言をまとめました。お手元に配付をいた

しております。そして再開をいたしまして、そのことについて町長に提言をいたしまし

た。そのまとめました提言につきまして朗読し、報告とします。

決算特別委員会における委員間討議でまとめた提言でございます。

１点目、総合森林整備計画の推進であります。森林総合整備計画は策定されているが、

森林組合に全面依存することなく、町の主導で推進すること。その具体的な１つ目、国、

県と連携を強め、森林経営計画の策定を行うこと。２つ目、県民緑税活用事業等の補助

事業をより一層推進すること。３つ目、治山治水事業、特に安全防災対策や鳥獣害対策

に結びつけた総合的森林政策を推進すること。４つ目、森林政策について住民の理解を

求めるとともに、町単独財政支援を行うこと。５つ目、森林バイオマス資源、間伐材等

の利用推進を図ること。

２点目、ごみの減量化の推進。ごみゼロの町を目指すために、具体的な方針の策定と

目標達成年次を明確に示すこと。

３点目、有機栽培、無農薬栽培の推進。１つ目、特産品、日本一を目指す産物の開発

と産地化を推進すること。２つ目、地産地消の推進を行うこと。３つ目、おいしくて安

全な食材を安価に提供できる仕組みをつくること。

４点目、工事施工管理の強化及び優良業者の育成のために、評価システム制度を早急

に策定すること。

５点目、入札制度についてさらに研究、検討し、早期に改善すること。

６点目、指定管理者による観光施設の自立経営でございます。観光施設整備費を指定

管理者に負担させる仕組みづくりに取り組むこと。

７点目、第三セクターは、設立の趣旨に沿った経営健全化を目指すこと。

８点目、将来の人材を育てる教育の推進。知⋞徳⋞体の備わった教育立町を目指すこ

と。

９点目、源流のまち⋞名水のまち「神河」に沿った川づくりを推進すること。

１０点目、政策目標の数値化。後期基本計画の目標を実現するために、早急に実施計

画を整備すること。この中で数値目標を入れるよということであります。

１１点目、コミュニケーションの改善とマネジメントの強化。トップの方針を末端ま
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で徹底させるために、報告⋞連絡⋞相談を徹底させること。

以上について、町長に提言をいたしたわけでございます。町長より意向が述べられま

した。

１つとして、１１の項目については、執行部の考え方と同一の方向にあるということ

がありました。

２つ目に目標年次の明確化の点については、長期総合計画を中心に目標達成に向けて

取り組んでいきたいということであります。

そして１１項目いうんですか、この内容は今後、各常任委員会で取り上げられる項目

と考えるので、その中で議論をしながら目標達成に向けての議論、取り組みをやってい

きたいというようなことでございました。

そのような意向が示されましたが、基本的に提言は真摯に受けとめたいということで

ございました。

以上で、一応、質疑を終結いたしまして、私のほうから、２４年度一般会計の決算の

評価といいますか、実績についての考え方を述べました。

平成２４年度決算は、実質収支額１億７，３４５万５，０００円の黒字ということで

ございます。実質公債費比率は１８．０と前年度より１．７ポイント改善をいたしてお

ります。それから、経常収支比率でございますが、９１．０で前年度より１．９ポイン

ト改善するということで、これらについても、この比率につきましては予算時でも予測

をされておりましたが、これを上回っているということであります。健全財政が推進さ

れたということでございます。２４年度は、地方交付税が前年対比４，３００万円増額

した。そして、国、県補助金の確保に努められた。また、経常経費の節減努力の結果も

出ているということだと考えます。そして、財政調整基金の積み立ては３億３，８３３

万円、年度末の基金残高は１１億６，０８６万円になっております。

内容に少し触れますが、事業の内容に触れますが、まず、神崎小学校⋞幼稚園の建設

がありました。町道の改良等生活基盤の整備も済みました。健康づくり事業につきまし

ても推進されました。入り込み客１００万人を目指して観光振興事業の推進もされた。

西の玄関口と位置づけて、寺前駅周辺整備を主とした都市計画事業が完了をいたしまし

た。安全⋞安心のまちづくりのために各区に出向いて防災対応への取り組み、そしてま

た防災講演会も開催されました。ごみの減量化に向けての生ごみ処理のモデル事業の実

施、それから２３年発生の災害復旧事業の完成、長期総合計画の後期分の見直し事務な

どは評価できるところであります。

また、地域交流センター事業、温水プール事業、コミュニティバスの運行、地籍調査、

順調に進捗しました。給食センター事業については、直営方式の継続の方針となり、職

員のモチベーションが高まり、充実した事業運営ができているということ。それから、

懸案でありましたケーブルテレビの事業の一部外部委託ということなども実施されまし

た。そういったことを見ますと、当初予定された事業はほぼ推進されたのではないかな
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と思います。

反面、観光施設の維持管理費などに１億４，５００万円余の支出があったこと、それ

から林業事業で間伐目標面積が達成できなかったこと、それから減農薬や有機栽培に対

する取り組みに進展がなかったこと、また、企画段階から議会と協議してほしいとの提

言に対して、執行部と議会の思いに互いにずれがあったんかもわかりませんが、そうい

ったことに対しての指摘する意見が多く出ております。課題を残したと思います。

そういった中で質疑を通じまして多くの、そういったことも含めましていろんな意見

や提言をいたしましたが、執行部のほうからの答弁は、誠実な答弁、説明をいただいた

というように思います。私の私見かもわかりませんが、前向きに取り組む姿勢が見えた

と思います。

そのような委員長の考え方を述べさせていただきまして、質疑を終えました。討論は

ありませんでした。

議案第９３号、平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について採決の結

果、決算特別委員会として、全員の賛成で認定することに決定をいたしております。

次に、議案第９４号、平成２４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認

定について。

本事業は、神崎郡３町と姫路市香寺を対象に広域事業で実施しております。利用者数

は延べ人数で２，３６７人、相談業務、学校などへの訪問指導もしているということで

あります。課題として掲げてありますのは、今後、発達障害児への取り組みということ

がございます。

質疑はありませんでした。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

次に、議案第９５号、平成２４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についてでございます。

生活習慣病の動向、療養給付費について、お手元に配付いたしておりますが、その資

料によりまして説明を受けております。２４年度の決算は、国等の支出金の増額と療養

給付費が予測をしておった額よりも減ったということ、そういう結果、財政調整基金の

取り崩しをせずに、実質収支比率は３，４１３万９，０００円の黒字ということでござ

います。そして、財政調整基金の積立額は１億３３０万円余ということでございます。

質疑でありますが、国民健康保険の財政調整基金の積立額の適正額はどうかという質

問がありました。委員会での答弁は、療養給付費の３カ月ぐらいが望ましいかなという

ような話もありましたが、後日、これは私の個人プレーになるんですけれども、住民生

活課長より説明を受けましたので、その内容を報告いたします。

国保の財政調整基金の積み立ての適正額は、保険給付費の総額から退職者分、いわゆ

る退職者に係る給付費ということでありますが、と歳入の中で前期高齢者交付金という

ものがありますが、それを差し引いた額を３カ年平均するということで、それの２５％、
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２５％というと３カ月になるんですかね、そういうようなことでありました。現時点で

計算いたしますと、神河町の額は約１億６，０００万円ということであります。２４年

度の繰越金を全部積み立ていたしますと、基金の額は１億３，７００万余りということ

になるという説明を受けましたので、御報告を申し上げます。

それから、血管年齢の検査の件についての質問がありましたが、これについては、や

はり医療機関に直接申し込むと、そうすると対応してくれるということでございました。

それから、健康づくりという形の中で減塩ということが非常に大切なわけなんですが、

これが全戸、いわゆる町民に広く普及しているのかなというような質問がありましたが、

この件につきましては、町広報でお知らせしているということでありますが、さらに周

知を図りたいというような答弁がございました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定しています。

次に、議案第９６号、平成２４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件でございますが、これにつきましては、年間の被保険者数は２，１８６人、保

険料は調定額ベースで１人当たり５万１，７９７円ということであります。

質疑については、県下全市町加入の広域事業であるけれども、その全体の収支につい

てどうかということを質問がありましたが、具体的な数値は示されませんでしたが、収

支はとれておって剰余金もあるというような答弁がありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

次に、議案第９９号、平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認

定についてでございます。

本事業については、姫路市香寺、神崎郡３町、朝来市生野町を対象に訪問看護事業と

して実施している事業であります。訪問看護と居宅介護支援を実施しているということ

でございます。看護事業については、延べ１，７８９人、回数は８，９８６回、居宅介

護支援については７３４件の実績ということでありました。

質疑といたしまして、対象者とサービスの内容はどうかということであります。答弁

としまして、病院を退院されて間のない方など、医療機関の紹介で医師の指示を得て訪

問する、この場合、介護認定は要らない。医療保険を使用するということになります。

介護認定を受けた方はケアマネ、ケアマネジャーのケアプランに沿ってサービスを行う

ことになる。内容としましては、医師の指示に従って人工呼吸器の管理、褥瘡の管理、

胃瘻管理などを行っているということであります。また、訪問リハビリ、嚥下障害のあ

る方に食べ方の訓練も行っているということでありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定しております。

次に、議案第１００号、平成２４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決

算認定についてでございます。

２４年度の搬入量は、残土９，２６１トン、不燃物１，２３３トン、収入は１，６４

４万円であります。財政調整基金累計額は５，２９６万円になっております。処理済み
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地にクリとかコナラを植栽しているということでございます。

質疑といたしまして、植栽後の管理はどうしているかということにつきまして、まず

は肥料の散布を行っておりますということ、それから生育状況を専門家に見てもらうな

ど、取り組みをしているという説明がありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をしております。

次に、議案第１０１号、平成２４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定についてでございますが、質疑はありませんでした。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

議案第１０２号、平成２４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、質疑はありません。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

次に、議案第１０３号、平成２４年度神河町水道事業会計決算認定についてでありま

す。人口の減少で収入は少なくなっているが、経費の節減と有収率の向上に努め、収益

収支でありますが、６５７万円の利益が出ております。

質疑でありますが、グリーンエコー笠形の水源はどのようになっているかという質問

がございました。グリーンエコーにおいては、特設水道を設置している。水不足が生じ

たような場合については、町水道を利用できるようになっているというものでありまし

た。施設の老朽化対策はどうするかという質問がありましたが、現時点で特に早急な対

応は考えていないということであります。なお、水道管については、石綿管の箇所はな

いという説明もありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

次に、議案第１０４号、平成２４年度神河町下水道事業会計決算認定についてでござ

います。

厳しい経営環境の中で、経営の健全化に向けて経費の節減に努めていると。一般会計

の負担金は１，５００万円削減となっているが、収益収支では２４年度、２，２７６万

円の黒字ということでありました。

汚泥の堆肥化ができないかというようなことがございましたが、これを実施するとす

るならば、１町ではできないと、広域でやる必要がありますということが一つ。また、

例えば堆肥化した場合に、誰に、どこへ購入してもらえるかなというような多くの課題

がありますというようなことが答弁としてありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をいたしております。

議案第１０５号、平成２４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定についてでござい

ます。患者数は、延べ人数で入院４万６７７人、３．７％の減少、外来１１万８，２２

７人、１．９％の増で、収益的収支は、医業収益が３，９０６万円の増収、費用は１億

４，４２６万円の増で、差し引き額１億５００万円余りのマイナスということでありま

す。院外薬局用地の売却等によりまして、２億７，５４８万円の黒字ということであり
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ます。

質疑でありますが、２４年度の収支状況について質問がありました。ベテラン医師の

退職によりまして収入が減った。それから、看護師の配置を７対１にしたいということ

等の対応のために、その他いろいろ説明がありましたが、そういうような対応のため等

で支出がふえたということで、実質は１億円余りの赤字ということの説明でございまし

た。２５年度は、何とか昨年、いうことは２４年度と比較して、月に１，０００万円程

度収入増を目指していきたいという説明でありました。

それから、食事摂取のできない場合に胃瘻の処置が行われているが、福祉施設などで、

在宅もあるかもわかりませんが、などで受け入れにくいとの声、そういったことにどの

ように現状なってるかなというような質問がございました。胃瘻については、患者の尊

厳が重視され、できるだけ口から摂取する方向に現状、現在はあるということでござい

ます。神崎総合病院では、言語聴覚士がいて、口から食事がとれる訓練もしているとい

うような説明でありました。

本議案については、決算書のとおり認定することに決定をしております。

以上でございます。執行部におかれましては、監査委員からの審査意見、本会議、決

算特別委員会で質疑を通して議員より出ました意見などを、十分にしんしゃくしていた

だきまして、今後の施策展開に生かしていただけることを重ねてお願いを申し上げまし

て、決算特別委員会の報告といたします。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

ここで、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。先ほどの委員長報告の中で

２点ばかりちょっと訂正をお願いしたいなというように思います。

１点目が２３年度の災害の復旧状況について、総事業費が１億９，８２１万円で、一

般財源が３，０６９万ということで報告がありましたけども、実際は３，６９２万円と

いうことで訂正をお願いしたいというのがまず一点と、それから財政調整基金の積立残

高、年度末残高が１１億６，０８６万円ということで報告があったと思うんですが、正

確には１１億６，８６８万円、この２点の数字の訂正をお願いしたいというように思い

ます。

○議長（安部 重助君） 委員長。

○決算特別委員会委員長（山下 皓司君） まず１点目の災害復旧について数字と、それ

から財政調整基金に対しての残高の数字が間違っているか、訂正が必要じゃないかとい

う質問であります。

まず、財政調整基金についてでございますが、反問権じゃないんですけども、ちょっ

ともう一度、今、私が間違っているんじゃないかという数字をもう一度おっしゃってい

ただきたい。２点とも、もう一度お願いできますか。災害復旧費の関係も含めまして２
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点とも。

○議員（11番 藤原 日順君） いわゆる財政調整基金については、年度末の基金残高が

１１億６，０８６万円ということで報告をいただいたんですが、実際は１１億６，８６

８万円で、最初に申し上げたのが、２３年度の災害の復旧状況について、総事業費が１

億９，８２１万円で、うち、町の一般財源が３，０６９万円ということで報告をいただ

いたんですが、実際は町の一般財源は３，６９２万円でありますので、その２点を修正

をお願いしたいなということで申し上げました。

○決算特別委員会委員長（山下 皓司君） ありがとうございます。訂正をいたします。

まず、財政調整基金の年度末、２４年度末の基金残高につきましては、御指摘のとおり

１１億６，０８６万円になります。（「えっ、違う、８６８」と呼ぶ者あり）ごめんな

さい。８６８万円になります。それから災害復旧につきましても、御指摘のとおり一般

財源につきましては３，６９２万円でございます。訂正をいたします。ありがとうござ

いました。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結いたします。どうも御

苦労さんでした。

これより討論に入ります。

まず、第９３号議案、平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件に対する討

論に入ります。討論ございませんか。討論、特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９３号議案を採

決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９３号議案は、認定すること

に決定しました。

次に、第９４号議案、平成２４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認

定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９４号議案を採

決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９４号議案は、認定すること

に決定しました。

次に、第９５号議案、平成２４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論、特にないようでございます。討論を終結し、第９５号議

案を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９５号議案は、認定すること

に決定しました。

次に、第９６号議案、平成２４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９６号議案を採

決をいたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９６号議案は認定することに

決定しました。

次に、第９７号議案、平成２４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９７号議案を採

決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９７号議案は、認定すること

に決定しました。

第９８号議案、平成２４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件に対

する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第９８号議案を採
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決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９８号議案は認定することに

決定しました。

次に、第９９号議案、平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認

定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論、特にないようでございます。討論を終結し、第９９号議

案を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第９９号議案は、認定すること

に決定しました。

次に、第１００号議案、平成２４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決

算認定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１００号議案を

採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１００号議案は、認定するこ

とに決定しました。

次に、第１０１号議案、平成２４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０１号議案を

採決をいたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０１号議案は、認定するこ

とに決定しました。
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次に、第１０２号議案、平成２４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０２号議案を

採決をいたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０２号議案は、認定するこ

とに決定しました。

次に、第１０３号議案、平成２４年度神河町水道事業会計決算認定の件に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０３号議案を

採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０３号議案は、認定するこ

とに決定しました。

次に、第１０４号議案、平成２４年度神河町下水道事業会計決算認定の件に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０４号議案を

採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０４号議案は、認定するこ

とに決定しました。

次に、第１０５号議案、平成２４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件に対す

る討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０５号議案を

採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。
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本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０５号議案は、認定するこ

とに決定しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開は１０時３０分といたします。

午前１０時１４分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 日程に入る前に、先ほどの報告の件につきまして、山下委員長

のほうから申し入れがございますので、ここで山下委員長の発言を許可いたします。

山下委員長。

○決算特別委員会委員長（山下 皓司君） 失礼いたします。発言の機会を与えていただ

きましてありがとうございます。

委員長報告について少し、少しじゃなしに、欠落をいたしておりました。決算特別委

員会審査報告書にはきっちりと原案のとおり認定するということで入れておりますが、

９７号議案、それから、これは介護保険事業ですが、それと９８号議案の土地開発事業

特別会計の関係の審査の報告が漏れておりました。非常に申しわけなく思います。

介護保険につきましては、会議の冒頭に、審査の冒頭に介護保険給付費年度別比較と

いった、非常に……（聴取不能）と、それから介護認定者年度別比較という詳しい説明

を受けております。これはお手元に配付しておりますので、御確認をいただきたいと思

います。

質疑としてありましたのが、ひとり暮らし老人について話し相手ということで、社会

福祉協議会が取り組んでおるが、町としてそういった対応をできないかといったような

意味の提案的な質問が出たんですけれども、健康福祉課長のほうから、その件について

は、やはり行政として取り組むには少し課題が大き過ぎるということで、いわゆる地区

ぐるみ、地域ぐるみで、例えばひとり暮らし老人とか、認知症になられたような方を地

域ぐるみで見守っていくんだと、そういう趣旨の答弁があったことをつけ加えさせてい

ただきます。そういうことがありました。

それから土地開発事業の関係につきましては、２４年度については１０区画の分譲が

完了したんですけれども、２５年度についての質問でしたが、今年度はまだ１件もない

んだと。その点についてもＰＲはしておるが、いろんな状況の中で現時点では販売がゼ

ロであるというような報告、説明でございました。

以上、この２つの議案につきまして、欠落しておりました分について報告をさせてい

ただきました。どうも申しわけございませんでした。
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○議長（安部 重助君） よろしいです。（「よろしいです」と呼ぶ者あり）

委員長報告の中で２件が抜けておったという申し入れでございます。これにつきまし

ては、冒頭の報告の中で、審査報告書につきましてはお手元に配付されておりますとお

り慎重に審議されたと、決算書のとおり当委員会としての審査を認定したということで

ございますので、ここで御了解を重ねてお願いしておきます。（「了解」と呼ぶ者あ

り）

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第１３ 第１０６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第１０６号議案、平成２５年度神河町一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

事務局、議案の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕

第１０６号議案 平成２５年度神河町一般会計補正予算（第２号）

○議長（安部 重助君） 事務局の議案の説明は終わりました。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度神河町一般会計補正予算（第２号）でございまして、補正予

算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

本議案につきましては、第８１号議案、平成２５年度神河町一般会計補正予算（第２

号）の一部を再考するため、９月１８日に撤回しましたが、本日修正をして提出するも

のでございます。

修正内容は、６款商工費、１項商工費、３目大河内高原整備費、９節旅費の２７万３，

０００円増額を取りやめ、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、２５節積立

金、財政調整基金の積立金に２７万３，０００円を増額するものでございます。その他

におきましては、撤回させていただいた第８１号議案の内容と同じでございます。これ

らによりまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億６，４７６万９，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億５，９６８万６，０００

円とするものでございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。質疑、特にございませんか。

赤松議員。
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○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。この８１号議案につきましては、付託

されました総務委員会でもいろいろと説明を受けておりますけれども、既に執行された

ものですから、今回訂正されて再提案をされているいうふうなことですけれども、処理

の仕方について再度御説明お願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。御質問の内

容ですが、大河内高原整備費の旅費が不足しますが、その後どうするかということでよ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、総務文教常任委員会で意見をいただきました。その意見を真摯に受け取り

まして、予備費を充当するということはなく、旅費の節減に努めたいと思っております。

どうしても旅費が必要となった場合には、同じ目であります大河内高原整備費の他節か

ら流用したいと考えております。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。総務文教常任委員会で一応の審査は

しておりますが、細かい報告というのは全く省いておりますので、少し重要な課題につ

いて再確認をしておきたいと思います。３点ばかりお願いします。

１つは、水力発電の調査予算について出ておる約５００万の調査予算、県から補助金

を受けて実行すると、こういうことなんですが、目的は神河町越知谷の岩屋方面の元水

力発電というものの水路と旧設備の補修で再活用ができるかどうか、こういう調査をす

る、こういうことの御説明でございました。これに対しまして、結果として１キロワッ

ト１２０円から１５０円のコストがかかるであろうと。したがって、全く採算ベースに

は乗らないんだという１つの指摘をいたしました。恐らく、もしやるということであっ

ても、民間というような業者は乗ってこないだろうと、こういう１つの議論をしたわけ

でございますが、結論としまして、要は修理すればできるということであっても、果た

して採算が合うのかどうかという事業に対するシミュレーションというものをしっかり

やっていただきたいと、こういうことでございまして、シミュレーション結果というも

のを、要は事業としての採算性というものですね、シミュレーション結果を出していた

だくということ。それから、採算ベースに乗らないということであれば、きっぱりとこ

ういう事業をやらないと、今後やらないと、こういう１つの方向性というものを出して

いただきたいということ。これを事後、民生産業委員会に報告を願いたい、このように

思います。これが１点目の確認でございます。

２つ目、森林政策について随分と議論をいたしました。要は、町の方向性あるいは計

画に対して、間伐が進んでない、決算委員会でも報告がございました。したがって、じ

ゃあ、ことしはどうなのか、さらに難しい環境にあると、森林経営計画というものがな

かなか前へ進まないと、こういう１つの現状の課題がございますので、これを町として、
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あるいは地域振興課として主体的に、要は町として森林組合には任せてるんだというこ

とでなしに、町として主体的にそれを支援し、森林経営計画を樹立してしまおうよと、

こういうふうな流れがございますので、その辺について再度、要は町のＰＲ、この森林

政策というのは山林の持ち主の利益ということだけでなしに、山の持つ公的な環境の保

全あるいは災害の防止、そういう重要な機能がございます。そういう点で、やはり森林

経営計画を進めて、間伐を進めていかないと山が荒れてしまうと、こういう大きな将来

リスクが抱えておりますので、その点について町当局の前向きの主体性というものを確

認をしておきたいと思います。これが２点目です。

３点目は、たまたま今回は大河内高原の整備費についてということで旅費の問題が出

ましたけど、これは別問題としまして、このたび黒田官兵衛というものが大河ドラマに

取り上げられた。そして黒田官兵衛のロケ地というのは、また再度、砥峰高原でやられ

ると、こういう一つの運びになったと。こういうことで、この際、この宣伝効果、宣伝

をしていきたいということ、あるいは集客もしていきたいということで約２００万余り

の、要は宣伝費に２００万余りの補正予算をつけて申請が出たということでございます

が、観光政策ということについて、これはＰＲ効果は高いですよと、こういうことなん

ですが、議会としては常に申しておりますのはＰＲ、確かにオーケーです、よろしい。

だけど、この観光費につぎ込むばかりでなしに、どれだけの集客のメリット、あるいは

観光ということでございますので、住民の町民サービスへの向上に対する貢献、町の発

展に対する貢献、そういうのがどれだけあるのかということを常に示していただきたい

いうことをお願いをしております。これも今後、民生産業常任委員会において、こうい

う前回決算委員会の資料で経済効果資料というものを出していただきましたけど、この

資料をやはりプラスアルファ、ただ売り上げだけでなしに住民サービスに対する貢献あ

るいは町の発展に対する貢献、そういうものの効果というものを判断していただいて、

やっぱり民生産業常任委員会に出していただきたいと思います。平成２４年度だけでも、

この全体の観光施設に対する投入費用は１億５，５００万、これだけ２４年度に投入し

ているわけです。これに対して、どういう効果を町としては狙ってんのか、実質どうな

のか、こういうことをしっかりやっぱり報告してほしいと思いますね。それによって、

将来の方針というのはやっぱり変えていかざるを得ないと思います。

もう一つは、リピートという、ただとっととっと宣伝するばっかりじゃなしに、いか

にリピート客を吸収していくか、来ていただくか、そしてお金を落としていただくか、

そういう仕掛けというものをさらにもっと具体的に計画を組んでやっていただきたい。

こういう要望を議会は常にしております。そういう点で３点の確認をしておきたいと思

います。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） まず１点目につきましては、お互いに確認したという点でござ

います。
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そして、２点目、３点目、４点目、これで２点目の森林計画、経営計画の町としての

これからの取り組み姿勢ということでありますが、この点につきましては、委員会討論

の中でも何回も町の姿勢ということについてお話もさせていただきました。決して森林

組合任せにしているという状況は全くございませんし、これからも森林組合と連携をと

りながら森林経営計画とあわせて間伐の促進に取り組んでいくという話を委員会の中で

も何回もさせていただいたところであります。兵庫県におきましても、間伐の促進の最

大の基本となるのが、森林経営計画の樹立、これが非常のハードルが高いということ、

それも十分認識されているところでありまして、県においてもその森林経営計画がスム

ーズに立てられるような、そういった取り組みもしていきたいということは、兵庫県知

事のほうからもそういうお話をいただいているところであります。

そして、３点目の旅費の問題でございます。効果について示せということでございま

す。私どもも効果について示したい思いでいっぱいでございます。あらゆる資料を収集

していきながら、示せる部分はしっかりと示していきたいと考えております。観光施設、

年間１億５，０００万円計上しているということでございまして、これは私、就任しま

してから一気にこの１億５，０００万という数字が上がってきたものではないわけであ

ります。そのことは議員各位も御承知のとおりだと思います。従来からある施設をしっ

かりと運営していかなければいけない。赤字のものは思い切った判断をせよというふう

な御意見もあったわけでありますけども、私は指定管理をお願いしている、そういった

企業に任せるのではなくって、行政も一緒になってＰＲをしなければいけない。それを

やってだめなら、その時点で判断をしなければいけないという話もしてきているところ

であります。そういうことを申し上げてから、この４年間、行政も一緒になって外に向

けて、内に向けて、ＰＲをしてきたところであります。その結果としての予算計上とい

うことだと思います。

リピーターをどうふやしていくんだということであります。リピーターをふやすこと

こそ、外に向かってのＰＲ、宣伝、こういうものが必要になってくるということでござ

います。あわせて地域の皆さん、神河町そのものが神河町の財産に誇りを持つという、

こういう意識が大事。そういうところから、お国自慢じゃありませんが、そういう意識

をさらに向上していく。そして、おもてなしの心、こういうことがリピーターをふやす

最大の要因になろうかと思っております。そのことを基本にこれからも取り組んでいく

所存でございます。

○議長（安部 重助君） この３点につきましては、また委員会のほうでじっくりと練っ

ていただきたいと思います。今の議論につきましては、商工観光費のほうの９節旅費の

件についての議論でございますので、あとの件につきましては、冒頭、委員長の報告が

あったとおり、皆さんに報告がございましたので、ここで打ち切りたいと思います。

ほかにございますか。この件に、旅費について。特にございませんか。

特にないようでございましたら、質疑を終結したいと思いますが、これに御異議ござ
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いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結し、討論に入ります。

討論ございませんか。反対討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０６号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０６号議案は、可決するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１４ 第１０７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第１０７号議案、財産処分の件を議題といたしま

す。

事務局、議案の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕

第１０７号議案 財産処分の件

○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提案者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） １０７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、財産処分の件でございまして、懸案事項であります学校跡地利用の一つと

して、旧南小田小学校及び旧南小田幼稚園等の土地及び建物を本年１０月１日より民間

事業者に有償及び無償で貸し付け、保健福祉施設として活用しようとするものでありま

す。

土地については南小田１２３３番地の２ほか６筆、８，１８４平方メートル、建物に

ついては小学校校舎ほか６棟、１，９８５．８平方メートルを３０年間貸し付けようと

するものであります。

貸し付けの相手は、株式会社アミューズ２４様でありまして、本跡地で小規模多機能

施設とサービスつき高齢者賃貸住宅を実施していただく予定です。

賃料につきましては、建物は無償、土地は先行事例であります粟賀町において老人保

健施設等を実施していただいております伯鳳会様との賃貸契約と、それぞれの土地評価

額を参考に年１６４万３，２８０円としております。
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ただし、事業の円滑な立ち上がりと健全経営を支援するため、先の３月定例会で制定

させていただきました神河町企業誘致及び雇用促進条例の理念も参酌し、貸し付けより

５年間は賃料を免除することとしております。なお、賃料につきましては固定資産税の

評価がえが３年ごとに実施されていることに鑑み、３年ごとに見直していくこと、また、

事業が当町に必要な保健福祉施設であるため、事業継続を優先し、経営状況により賃料

を考慮するとの含みも持たせております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。前の全員協議会のときだっ

たと思うんですが、そのときにもちょっと申し上げたと思うんですけども、賃料の免除、

減額、増額請求の項目で、まず５カ年間については賃料を免除しますよという項目を先

に上げて、あと賃料を見直すという、こういう順番になってます。読み違えってことな

いと思うんですけども、５カ年間賃料を免除で、あと３年ごとの見直しっていうことに

なってくると、５年間無料で、それから３年置きというふうに読まれる可能性もなくは

ないので、通常、こういった契約書ないしは規定については、大体、賃料見直しを３年

ごとに行うっていうのがまず出てきて、その見直しができるものとするという、その次

に、ただし、平成２５年１０月１日から平成３０年９月３０日までの５カ年については、

賃料を免除するというただし書きでおくのが普通、一般的だと思うんです。それについ

てのお考えはいかがでしょうか。そのほうが規約としては誤解が生じないいうように考

えるんですけど。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。御指摘の件、ごもっともだというふう

に認識をしております。流れとして書かせていただいたのは、免除、減額、増額請求と

いうふうな流れで契約事項等ともあわせて、同じような表現をさせていただいたという

ことでございまして、まずは賃料については５年間を免除するという基本的なところを

まず出した上で、賃料の見直しについては賃貸後３年を経過するごとにということで、

あわせて記載させていただいたということでして、御指摘のとおり読み違えがないよう

にというふうなことでいえば、逆でもよかったんですけれども、あえて５カ年というと

ころから書き出しをさせていただいてるということです。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結し、討論に入ります。

討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０７号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０７号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第１５ 発議第５号

○議長（安部 重助君） 日程第１５、発議第５号、道州制導入に反対する意見書を議題

といたします。

事務局、発議第５号の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕

発議第５号 道州制導入に反対する意見書

○議長（安部 重助君） 提出者の説明を求めます。

廣納良幸議員。

○議員（９番 廣納 良幸君） 発議第５号、道州制導入に反対する意見書について、提

案理由の説明をいたします。

道州制導入に反対する意見書については、全国町村議会議長会及び兵庫県町議会議長

会から各町村議会が統一して足並みをそろえるために、９月定例会において意見書を可

決し、地方自治法第９９条に基づき、政府、国会に提出していただきたい旨の依頼があ

ったものでございます。９月１９日開催の全員協議会において協議を行い、道州制の導

入は国民に対して丁寧な説明をし、地方の意見を十分に踏まえた上で進めるべきであり、

現時点での導入には反対であるとの意見が大部分を占めましたので、別紙の意見書を提

出するものでございます。

以下、意見書の朗読をもって提出の説明といたします。

道州制導入に反対する意見書

我々町村議会は、平成２０年の町村議会議長全国大会以来、その総意により、「真の

分権型社会の実現を図るため、住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を

決定し、政府与党に対し申し入れてきたところである。

また、全国町村議会議長会では本年４月１５日に、「町村や国民に対して丁寧な説明

や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとし

ていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行い、更に７月１８日には、「分権

型社会の実現を図るため、道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政
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府⋞国会に対し要請してきたところである。

しかしながら、政府⋞国会議員や財界主導により、道州制導入に向けた議論が進めら

れ、既に野党の一部においては、「道州制への移行のための改革基本法案」を第１８３

回国会へ提出し、与党においても、道州制導入を目指す法案を国会へ提出する動きが依

然としてみられる。

これらの法案では、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村は事実上の

合併を余儀なくされ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしま

うことは明らかである。

国と中央の役割分担の見直しにあたっては、権限⋞事務⋞税財源の移譲等を具体的に

示し、国民に対して丁寧な説明をし、地方の意見を十分に踏まえたうえで進めるべきで

ある。

よって、我々神河町議会は、地方分権の推進に逆行するような道州制の導入に反対す

るものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２５年９月２７日

兵庫県神河町議会

なお、意見書の提出先については、次ページに記載しておるとおりでございます。

以上で、意見書提出の理由について説明を終わります。どうぞよろしくお願いをいた

します。

○議長（安部 重助君） 説明が終わりました。

発議第５号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。御苦労さ

んでした。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、発議第５号を採決

いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、発議第５号については、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１６ 議員派遣の件

○議長（安部 重助君） 日程第１６、議員派遣の件を議題といたします。
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会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっております。

お諮りいたします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、別紙のとおり議員派遣することに決定

されました。

⋞ ⋞

日程第１７ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（安部 重助君） 日程第１７、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申

し出についてを議題といたします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がございます。

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、各常任委員長、議会運営委員長申し出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りいたします。今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。これで閉

会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第５４回神河町議会定例会を閉会いたします。

午前１１時０７分閉会

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今次定例会は９月３日に開会され、本日までの２５日間でした。２日から３日にかけ

ての集中豪雨により、越知川水域では２年前に続き甚大な被害が発生いたしました。被

災された方々には衷心よりお見舞いを申し上げます。議会日程にも大きく影響し、役場

職員並びに消防団員におかれましても、その対応に当たっていただき御苦労さまでした。

今定例会には、平成２５年度各会計補正予算並びに平成２４年度の事業成果や経営状

況を示す各会計決算認定など、極めて重要な案件の審議でございました。全議員による

集中審議の後、付託をしました総務文教常任委員会、決算特別委員会の委員の皆様には、

精力的に審査を賜りましたことに感謝を申し上げます。
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また、監査委員様におかれましても、例月、決算とも的確に監査、審査をしていただ

きました。その御苦労に対しましても重ねてお礼を申し上げます。

残念ながら、平成２５年度補正予算（第２号）において、議決前に事業執行されると

いう大きな過ちが発覚しました。これは事業をする上で絶対あってはならないことで、

問題を大きく捉え、執行部に強く申し入れをしたところであります。

また、明るいニュースでは、９月８日早朝に２０２０年オリンピック、パラリンピッ

クが東京開催ということで決まり、日本中が喜びに沸きました。単純に喜ぶのではなく、

東日本大震災でまだ多くの方々が被災され、苦しんでおられます。７年後の五輪開催時

には、経済の安定とともに復旧復興と福島原発の安全確保が達成でき、日本中が真の喜

びを感じられる大会になるよう、強く願うものであります。

１０月も間近、秋の収穫を祝う秋祭りの準備が各地で進んでおります。これからは日

増しに寒暖の変化を感じる季節となりますが、どなた様におかれましても、体には十分

御留意され、御健勝にてそれぞれの立場におかれまして活躍をされることを祈念申し上

げまして、閉会の挨拶といたします。どうも御苦労さんでした。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、第５４回神河町議会定例会の閉会に当たり、私のほ

うからもお礼の御挨拶を申し上げます。

３日から始まりました９月定例会でありましたが、慎重に御審議をしていただきまし

たことに対しまして、心からの敬意と感謝を申し上げます。

今定例会は、一般会計、特別会計補正予算を初め、上程いたしました案件につきまし

て、真摯な御論議、御助言の中、御承認、可決いただき、まことにありがとうございま

した。

しかしながら、平成２５年度一般会計補正予算につきまして、私ども執行部側の手続

上のミスによりまして、大変御迷惑をおかけしましたことに対しまして、謝罪申し上げ

ますとともに、今後、重点施策にかかわる事業については、特に各常任委員会での事務

事業の執行状況報告をしっかりと行うことにより、再発防止につなげてまいりますので、

よろしくお願いをいたします。

また、平成２４年度の決算では財政状況、とりわけ財政健全化判断比率としての実質

公債費比率は、平成２５年度予算時点では３カ年平均１７．９％を見込み、目標の平成

２６年度１８％未満を１年早く達成する予測をしておりましたが、結果は１８．０％で

ありました。しかし、前年より１．７ポイントの改善でありまして、来年度は確実に目

標達成できるものと思われます。将来負担比率は８０．２％と、前年より２．２ポイン

トの改善、経常収支比率も９１％と前年比１．９ポイントの改善など、神河町財政健全

化を着実に図ることができました。人口減少、少子高齢化の進む神河町にとって最重要

課題は、人口減による地域内消費額の減少対策の重点施策として、観光施策の強化によ
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る交流人口の増加からの地域循環型社会の創設、新たな産業、雇用の創出にあるという

ことを改めて今定例会で認識を深めさせていただきました。今後も引き続き、監査委員

の決算審査の御意見、また、本会議あるいは決算特別委員会等での御提言等を真摯に受

けとめて、より一層の適正な行政運営、予算執行につなげていく所存でございます。改

めて、職員一丸となってチーム神河として、神河町の将来像、ハートのふれあう住民自

治のまち実現に向かって取り組んでいく決意であります。

９月は恒例の中学校体育祭、小学校運動会を初め美術展など、さまざまな行事、イベ

ントが開催されました。中でも第１回神崎小⋞幼稚園運動会は、多くの家族や観覧者の

中、各種の演技に、また、夏祭りで初披露となりましたカーミンダンスを歌とリズムに

合わせてカーミンと一緒に運動場いっぱいに楽しく踊る子供たちに大きな拍手と、そし

て大変な盛り上がりを見せておりました。

一方で、９月２日から４日にかけて集中豪雨による、特に福本区から越知区にかけ、

多くの家屋への浸水、河川、谷川の土砂、流木の流出による被害が発生をいたしました。

改めて水防活動に出動いただきました神河町消防団、そして地域住民の皆様に感謝を申

し上げますとともに、被害に遭われました町民の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

現在、災害復旧に向けての測量調査に取りかかっているところであります。一日も早い

復旧に向けて全力を挙げてまいりますので、引き続きの復旧に当たりましての御理解、

御協力をお願いいたします。

１０月には、各区での秋祭りを初め、福本遺跡祭りとあわせた播磨風土記１３００年

記念事業、第１回目となるかみかわ商工祭、砥峰すすき祭りなど、各種イベントが満載

でございます。ぜひ多くのイベントに御参加いただき、新たな神河町を発見していただ

きたく存じます。

さて、御存じのとおり、１１月１２日告示、１７日投開票での神河町長選挙が実施さ

れます。既に本年３月定例議会最終日に、２期目に向けての決意を表明させていただい

たところでありますが、改めて議員各位、町民の皆様に、私の決意の一端を述べさせて

いただきます。

まずは足立町政からの継続課題として、統合神河中学校建設、統合神崎小学校⋞幼稚

園建設と関係各位の御理解、御協力によりすばらしい施設整備ができました。独自政策

といたしましては、神河観光元年、観光交流人口１００万人からの経済の活性化を目指

し、とりわけ砥峰高原を舞台に、映画「ノルウェイの森」、ＮＨＫ大河ドラマ「平清

盛」などの撮影誘致とロケ地の売り出し、また、先日の９月２５日には来春放送予定の

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケが行われたところであります。人口対策として

の神河田舎暮らしなどの取り組みも着実に前進しています。それらは、新聞やテレビで

の取り扱い、掲載年間３００件近くと、兵庫県下でも群を抜いておりまして、観光の町、

神河町の発信ができたと考えております。また、兵庫県観光プロモーションの一員とし

て海外への観光ＰＲも取り組んでまいりました。私自身も動く広告塔として、まずは現
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場を知ることを基本に兵庫県内を初め、全国に向けて神河町をＰＲしてまいりました。

就任時の年間５８万５，０００人から７０万人と増加をしておりまして、これをいかに

経済効果につなげるかが最大の課題であります。そのキーワードは地産地消、６次産業

化の推進、おもてなしの心であります。公約としておりました政策課題、財政の健全化、

学校統合問題、病院の健全経営と医師確保、医療福祉対策、雇用と農林⋞商工⋞観光一

体の地域振興施策、そして住民参加と安全⋞安心のまちづくりにつきましては、不十分

な点もございますが、おおむね達成できたと考えております。これもひとえに職員の頑

張りはもとより、神河町議会を初め町民の皆様の神河町のまちづくりに対する深い御理

解と御協力があってのことと心より感謝をする次第であります。

そして、２期目への課題としては、神河町長期総合計画後期基本計画の着実な実施と、

その基礎となりました住民アンケートでは、人口減少対策としての若者定住と子育て環

境づくり、雇用の創出、高齢者の暮らしや医療に対する安心が求められています。これ

らの課題に向けて、バランスと集中を配慮した取り組みを進めてまいります。町政推進

に当たりましては、神河町議会はもとより、集落懇談会での御意見、住民は役場を選べ

ないを肝に銘じ、また来たい役場を目指し、これまで以上の住民の皆様との信頼、きず

なを深めてまいります。ハートがふれあう住民自治のまちづくりに向けて、住むならや

っぱり神河町を目指し、初心を忘れず全身全霊、一生懸命取り組んでまいる決意でござ

います。

以上を申し述べまして、２期目挑戦に向けての決意表明とさせていただきます。

終わりに、これからますます朝夕の寒暖の差も厳しくなってまいります。議員各位に

は健康管理、十分にしていただきますとともに、引き続き町政運営に御支援、御指導を

賜りますようお願いを申し上げまして、閉会に当たりましてのお礼の御挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

午前１１時２０分
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